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都
市
計
画
の
変
更
に
係
る

住
民
説
明
会

　
古
河
駅
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業
地

区
内
の
用
途
地
域
・
地
区
計
画
の
変
更

を
行
う
た
め
、説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
8
月
25
日
㈮
19
時

場
所　
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
KI
防
水

問　

都
市
計
画
課

就
学
援
助
制
度(

準
要
保
護
児
童

生
徒)

の
申
請
受
け
付
け

　
経
済
的
理
由
で
お
困
り
の
保
護
者
に

対
し
、
学
用
品
費
等
の
費
用
の
一
部
を

援
助
し
ま
す
。
申
請
後
に
世
帯
構
成
や

所
得
状
況
な
ど
の
審
査
を
行
う
た
め
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
で
公
立
小
中
学
校
に

在
学
す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者

申
込
・
問　
12
月
28
日
㈭
ま
で
に
申
請

書
と
必
要
書
類
を
提
出

教
育
総
務
課

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

■
新
築
や
増
築
等
を
し
た
と
き

　
来
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
に
必

要
な
評
価
額
を
決
め
る
た
め
、
市
職
員

が
家
屋
の
間
取
り
や
仕
上
げ
材
、
設
備

を
確
認
し
ま
す
の
で
、
工
事
完
了
後
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
課
税
さ
れ
て
い
な
い
家
屋

　
現
況
調
査
や
航
空
写
真
で
未
調
査
家

屋
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
基
礎
が

施
工
さ
れ
土
地
へ
の
定
着
性
が
あ
り
、

三
方
向
以
上
壁
に
囲
ま
れ
屋
根
の
あ
る

家
屋
は
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。
適
正

な
課
税
の
た
め
、
課
税
さ
れ
て
い
な
い

家
屋
が
あ
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
取
り
壊
し
や
用
途
変
更
を
し
た
と
き

　
現
況
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
早
め

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課

住
宅
・
土
地
統
計
調
査

　
調
査
対
象
と
な
る
世
帯
に
調
査
員
が

伺
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は

紙
の
調
査
票
で
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
間　
8
月
下
旬
～
10
月
上
旬

対
象
地
域　
市
内
の
一
部

問　

企
画
課

道
路
に
泥
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
！

　
道
路
に
落
ち
た
泥
の
塊
は
、
通
行
の

妨
げ
に
な
り
大
変
危
険
で
す
。
ト
ラ
ク

タ
ー
等
で
畑
か
ら
公
道
へ
出
る
前
に

は
、
必
ず
泥
を
落
と
し
て
く
だ
さ
い
。

や
む
を
得
ず
道
路
を
汚
し
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、
速
や
か
に
清
掃
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
畑
の
法の

り

面め
ん

が
崩
れ
や
す

い
場
所
は
、
土
留
め
を
す
る
等
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

農
政
課

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
学
生
納

付
特
例
、
納
付
猶
予
と
な
っ
て
い
る
期

間
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
よ
り

も
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。
追
納
を
申
し
込
む
こ
と

で
、
承
認
月
か
ら
10
年
前
ま
で
の
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
将
来

受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に

も
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　

国
保
年
金
課
、
下
館

年
金
事
務
所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐

０
８
２
９

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
談
窓
口
の

設
置

　
18
歳
未
満
で
家
族
等
に
対
し
て
日
常

的
な
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
学
生
生
活

な
ど
に
支
障
を
来
し
て
い
る
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
し

た
。
訪
問
に
よ
る
相
談
対
応
も
可
能
で

す
。

期
日　
月
～
金
曜
日(

祝
日
を
除
く)

時
間　
9
時
～
17
時

場
所　
古
河
市
社
会
福
祉
協
議
会(

新

久
田
２
７
１
‐
１)

申
込
・
問　

(
福)
古
河
市
社
会
福
祉
協

議
会

℡
４
８
‐
０
８
０
８

  

イ
ベ
ン
ト

地
域
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

養
成
講
座

　
職
場
や
地
域
な
ど
の
会
議
で
参
加
者

が
安
心
し
て
参
加
・
発
言
で
き
る
進
行

方
法
や
空
間
づ
く
り
を
学
び
ま
す
。

日
時　
9
月
12
日
㈫
・
19
日
㈫
・
26
日

㈫
9
時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
KI
防
水

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
で
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
や
子
育
て
支
援
活
動
に
興
味

が
あ
り
、
全
日
程
参
加
可
能
な
人

定
員　
15
人
程
度(

多
数
抽
選)

費
用　
千
円(

資
料
代)

講
師　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ

ポ
ー
ト
親お

や

楽が
く

申
込
期
限　
8
月
20
日
㈰

申
込
・
問　

生
涯
学
習
課

※変更になる場合がありますので、問い合わせください。

期日 会議 時間 内容
8/31㈭

本会議 10時
開会、議案の説明

9/4㈪ 質疑、議案の委員会付託

9/5㈫ 常任
委員会

10時 総務常任委員会
10時15分 産業建設常任委員会

9/6㈬ 10時 文教厚生常任委員会
9/7㈭
9/8㈮
9/11㈪

特別
委員会 10時 決算特別委員会

9/12㈫ 本会議
10時 議場コンサート

11時 一般質問
9/13㈬
9/14㈭ 本会議 10時 一般質問

9/15㈮ 本会議 10時 委員長報告、採決、閉会

　議会では、市の重要な条例や予算について審議す
るほか、市政全般にわたる一般質問も行われます。
場所　市役所古河庁舎3階議場、委員会室、全員協
議会室
傍聴者定員　本会議：62人、委員会：10人
問　 議会事務局

【定例会の会期予定】

第3回市議会定例会を開催します

※変更になる場合がありますので、問い合わせください。

  
市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
隣
保
館

期
間　
8
月
13
日
㈰
～
16
日
㈬

時
間　
17
時
15
分
～
22
時

問　
隣
保
館
℡
４
８
‐
１
９
８
９

■
古
河
文
学
館

期
間　
8
月
21
日
㈪
～
25
日
㈮(
20
日

㈰
17
時
以
降
は
敷
地
内
立
ち
入
り
禁

止)問　
古
河
文
学
館
℡
２
１
‐
１
１
２
９

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日　
9
月
9
日
㈯

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

古
河
福
祉
の
森
診
療
所
の

臨
時
休
診

期
間　
8
月
14
日
㈪
～
16
日
㈬

問　
古
河
福
祉
の
森
診
療
所

℡
４
８
‐
６
５
２
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所　

9
月
3
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

9
月
10
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

9
月
24
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
課

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
11
時
30
分
、

13
時
～
17
時

問　

市
民
総
合
窓
口
課

コ
ン
ビ
ニ
交
付

10
円
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
延
長

　
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
が
10
円
で

取
得
で
き
る
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

延
長
期
限　
令
和
６
年
１
月
31
日
㈬

※
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗
証

番
号(

数
字
4
桁)

が
必
要
で
す
。

問　

市
民
総
合
窓
口
課

古
河
盆
踊
り
大
会
終
了
の
ご
案
内

　
前
回
開
催
し
た
第
63
回
大
会
を
も
っ

て
終
了
と
な
り
ま
す
。
ご
参
加
・
ご
協

力
い
た
だ
い
た
多
く
の
皆
さ
ま
に
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

問　

(

一
社)

古
河
市
観
光
協
会

℡
２
３
‐
１
２
６
６

防
災
行
政
無
線
の
試
験
放
送

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト(

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム)

と
連
携
し
た
試
験
放
送
を
行
い

ま
す
。

日
時　
８
月
23
日
㈬
11
時

問　

消
防
防
災
課

敬
老
祝
金
の
贈
呈

対
象　
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次
の

①
～
③
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

①
77
歳
到
達
者(
昭
和
21
年
4
月
1
日

～
昭
和
22
年
3
月
31
日
生
ま
れ)

②
88
歳
到
達
者(

昭
和
10
年
4
月
1
日

～
昭
和
11
年
3
月
31
日
生
ま
れ)

③
１
０
０
歳
以
上(

大
正
13
年
3
月
31

日
以
前
生
ま
れ)

※
対
象
者
に
は
、
9
月
上
旬
に
申
請
書

と
返
信
用
封
筒
を
送
付
し
ま
す
。

贈
呈
方
法　
口
座
振
り
込
み

※
１
０
０
歳
到
達
者
、
男
女
最
高
齢
者

は
訪
問
予
定
で
す
。

申
込
・
問　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
返
信
用
封
筒
で
返
送

高
齢
介
護
課
℡
９
２
‐
４
９
２
１




